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国民健康保険の納税通知書の送付

　問合せ　保険課 医療係　☎２１－２１２１

令和８年度の納税通知書を７月１０日付けで郵送します。保険税は４月から翌年３月までの加入期間に基づ
き、所得などから計算され、７月から翌年２月まで８回に分けて納めていただきます。（年金から天引きされ
る方は、年金受給月に納付されます）
　国民健康保険は、皆さんの保険税が支えとなっています。ケガや病気に備え、納め忘れのないようお願いし
ます。
※国民健康保険税は世帯主に納税義務があり、世帯主が未加入でも、世帯内に加入者がいる場合は、納税通知
　書は世帯主に送付されます。

〇医療保険制度における子ども・子育て支援納付金について
子ども・子育て支援金制度とは、すべて

の世代や企業の皆さんから支援金を拠出し
ていただき、子育て施策の拡充に充てるこ
とで、子どもや子育て世帯を社会全体で支
える制度です。
　令和８年４月から各医療保険制度でご負
担いただきます。

子ども・子育て
支援納付金分
（国民健康保険）

所得割 ０.２９％

均等割 １，１００円
※１８歳未満１０割軽減

平等割 １，０００円

賦課限度額 ３０，０００円

軽減割合 令和７年度 令和８年度

７割軽減
４３万円
＋１０万円×（給与所得者等の数－１）以下の世帯

変更なし

５割軽減
４３万円＋（３０万５千円×被保険者数）

＋１０万円×（給与所得者等の数－１）以下の世帯

４３万円＋（３１万円×被保険者数）

＋１０万円×（給与所得者等の数－１）以下の世帯

２割軽減
４３万円＋（５６万円×被保険者数）

＋１０万円×（給与所得者等の数－１）以下の世帯

４３万円＋（５７万円×被保険者数）

＋１０万円×（給与所得者等の数－１）以下の世帯

後期高齢者医療保険の納入通知書の送付

令和８年度の納入通知書を７月１０日付けで郵送します。保険料の納入方法については、後期高齢者医療制
度に加入して間もない方など一部の方を除き、年金からの天引きとなります。ご自身の通知書をご確認のう
え、納め忘れのないようお願いします。

〇「資格確認書」の有効期限到来前に、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお送りします
・「資格確認書」が交付される方　→　８５歳以上の方全員、８４歳以下でマイナ保険証をお持ちでない方
　※マイナ保険証か資格確認書で受診できます。
・「資格情報のお知らせ」が交付される方　→　８４歳以下でマイナ保険証をお持ちの方
　※マイナ保険証で受診をお願いします。「資格情報のお知らせ」は大切に保管してください。

　問合せ　保険課 医療係　☎２１－２１２１

【軽減判定基準】

〇国民健康保険税の限度額・軽減判定基準について
国民健康保険は、皆さんの納付した国民健康保険税を主な財源として運営されています。適正な運営を確保
するため、北海道が示す指針に基づき、以下のとおり改正しましたので、ご理解とご協力をお願いします。
【限度額】

令和７年度 令和８年度 比　較
医療分 ６６万円 ６７万円 ＋１万円

後期高齢者支援金分 ２６万円 ２６万円 －
介護納付金分 １７万円 １７万円 －

子ども・子育て支援納付金分 ー ３万円 ＋３万円
合計 １０９万円 １１３万円 ＋４万円


